
公立野辺地病院 病院長 

厚生労働大臣の定める掲示事項 
令和８年６月１日現在 

 
 䄄. 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 
 䄅. 入院基本料に関する事項 

当院は、各病棟の入院料に定められた看護職員及び看護補助者を以下の通り配置しております。 
Ⅰ.  一般病床（䄉䄃 床・南３階病棟：急性期一般入院料４） 
   当病棟では、䄄 日に 䄄䄋 人以上の看護職員（看護師）、６人以上の看護補助職員が勤務しており、時間帯ごとの配置は以下の通りです。 

勤務時間帯 看護要員１人あたりの受け持ち数 
０８：１５〜１７：００ 看 護 職 員 ： ５人以内 

看護補助職員：１５人以内 
１７：００〜０１：００ 看 護 職 員 ：１２人以内 

看護補助職員：４５人以内 
０１：００〜０８：１５ 看 護 職 員 ：１２人以内 

看護補助職員：４５人以内 
Ⅱ.  地域包括ケア病床（䄈䄆 床・南２階病棟：地域包括ケア病棟入院料１） 
   当病棟では、䄄 日に 䄄䄆 人以上の看護職員（看護師）、６人以上の看護補助職員が勤務しており、時間帯ごとの配置は以下の通りです。 

勤務時間帯 看護要員１人あたりの受け持ち数 
０８：１５〜１７：００ 看 護 職 員 ： ５人以内 

看護補助職員：１０人以内 
１７：００〜０１：００ 看 護 職 員 ：２１人以内 

看護補助職員：４２人以内 
０１：００〜０８：１５ 看 護 職 員 ：２１人以内 

看護補助職員：４２人以内 
Ⅲ.  医療療養病床（䄆䄄 床・南１階病棟：療養病棟入院料１） 

当病棟では、䄄 日に４人以上の看護職員（看護師）、４人以上の看護補助職員が勤務しており、時間帯ごとの配置は以下の通りです。 
勤務時間帯 看護要員１人あたりの受け持ち数 

０８：１５〜１７：００ 看 護 職 員： ４人以内 
看護補助職員： ６人以内 

１７：００〜０１：００ 看 護 職 員：２４人以内 
看護補助職員：２４人以内 

０１：００〜０８：１５ 看 護 職 員：２４人以内 
看護補助職員：２４人以内 

 
 䄆. 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について 

当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して患者さんに関する診療計画を策定し、䄊 日以内に文書によりお渡ししております。 
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。 

 䄇. 意思決定支援について 
当院では、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する

指針を定めております。 
 䄈. 身体拘束最小化の取組について 

当院では、多職種による身体拘束最小化チームを設置し、緊急やむをえない場合を除き、身体拘束を行わない取り組みを行っております。 

 䄉. 東北厚生局への届出事項 
当院は、東北厚生局に別表１の通り届出を行い、別紙「施設基準の届出に関する掲示事項」の通り施設基準に関する取り組みを実施しております。 

 䄊. 保険外負担に関する事項 
当院は、証明書・診断書などの文書発行手数料や室料差額などについて、別表２のとおり実費でご負担をお願いしております。 
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施設基準の届出に関する掲示事項 
令和８年６月１日現在 

 入院時食事療養費について 
 当院では、入院時食事療養（１）の届出を行っており、管理栄養士または栄養士によって管理された食事を適時（夕食については午後６時以降）、
適温で提供しています。 

 栄養サポートチームによる診療について ［栄養サポートチーム加算に関する事項］ 
 当院では、栄養状態の悪い患者様に対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士など、さまざまな職種のメンバーにより、適切な栄養管理を行い、
全身状態の改善に取り組んでいます。 

 患者相談窓口について ［患者サポート体制充実加算に関する事項］ 
 当院では、「患者相談窓口」を本館２階⑤番窓口に設置していますので、お気軽にご利用ください。診療内容に関すること医療費に関すること、職員
の接遇に関すること、退院後のこと、がんに関する色々な相談等、患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをします。 

 入退院の支援と地域の医療・福祉との連携について ［入退院支援加算に関する事項］ 
 当院では、患者さんが安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を維持できるように、施設間の連携を推進し退院のご支援を実施し
ております。担当者の詳細につきましては、各病棟に掲示しておりますのでご参照ください。 

 介護保険施設等との協力・連携体制について ［協力対象施設入所者入院加算に関する事項］ 
 介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の症状の急変等に対応すること及び協力
医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。 

・社会福祉法人福祉の里 介護老人保健施設のへじ 
・社会福祉法人吉幸会 特別養護老人ホーム野辺地ホーム 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）について［地域支援・医薬品供給対応体制加算・一般名処方加算に関する事項］ 
 当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に採用しておりますが、供給不足品が発生した場合に医薬品の処方等の変更等に関して適切な
対応ができる体制を整備しております。 
 患者さんへ投与するお薬が該当した場合、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋
を発行すること）を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやす
くなります。 
 また、令和６年 䄄䄃 月より、患者様の希望により先発品（長期収載品）を処方した場合は、医療上の必要性があると認められる場合を除き、後発医薬
品との差額の一部が特別な料金（選定療養費）として患者様の自己負担となります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。 
 その際ご不明な点やご心配なことがありましたら、ご遠慮なく主治医又は薬剤師にお尋ねください。 

 院内トリアージの実施について ［院内トリアージ実施体制加算に関する事項］ 
 当院では、夜間・休日・深夜に救急外来を受診する患者さんに対し、トリアージ能力のある看護師が実施基準に基づき緊急度や重症度を判断し、適切
なタイミングで適切な医療が提供できるよう取り組んでいます。 

 禁煙外来について ［ニコチン依存症管理料に関する事項］ 
 当院では、禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもなかなかやめられない等のお悩みの方等に対し、禁煙のお手伝いが出来るよう禁煙外
来を設けております。ご希望の方は主治医又は受付までお申し出ください。 

 外来化学療法について ［外来腫瘍化学療法診療料に関する事項］ 
 当院の外来化学療法は、医師・看護師・薬剤師等、がん治療専門の多職種の連携体制を構築しています。 
 また、安心、安全な外来化学療法を推進していく観点から、䄅䄇 時間緊急時の相談対応ができる体制を整備しています。化学療法で投与する薬剤は、
当院の専門委員会で審査承認されたものを使用しております。 

 医療ＤＸの推進について［電子的診療情報連携体制整備加算・電子的歯科診療情報連携体制整備加算に関する事項］ 
 当院では、保険証を紐づけしたマイナンバーカード（マイナ保険証）を用いて医療情報を取得できる体制を整備しております。 
マイナンバーカードを利用し医療ＤＸを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。 
・オンライン請求を行っています。 
・オンライン資格確認（病院内設置型 または 居宅同意取得型カードリーダー）により取得した診療・薬剤情報等を活用して診療を実施しています。 
・マイナ保険証の利用を促進し、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。 
・電子処方箋の発行及び電子カルテ共有サービスなどの導入を検討しています。 
・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っています。  
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 歯科診療における緊急時について ［歯科外来診療医療安全対策加算に関する事項］ 
 当院では、歯科診療における緊急時において当院医科の診療医師と密に連携し対応する等、医療安全管理対策を実施しております。 

 

 オンライン診療における初診時の処方薬について ［情報通信機器を用いた診療に関する事項］ 
 当院では、オンライン診療の初診時において、向精神薬の処方は行っておりません。 

 
 その他 

 当院では、安全な医療を提供するために、医療安全管理者等が医療安全管理委員会と連携し、より実効性のある医療安全対策の実施や職員研修を計
画的に実施しています。 
 当院では、感染制御のチームを設置し、院内感染状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等をおこない、院内感染対策を目的とした職員の研
修を行っています。また、院内だけにとどまらず、地域の高齢者施設や病院の感染防止対策の知識の向上のための活動を行っています。 
 当院は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを社会的責任と考えます。個人情報保護に関する方針を定め、職員及び
関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。 
 当院では、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組として下記の事に取り組んでおります。 

・ 医師と医療関係職種における役割分担に対する取組み 
・ 医療関係職種と事務職員等における役割分担に対する取組み 
・ 医師の負担軽減に対する取組み 
・ 看護職員の負担軽減に関する取組み 

 当院では屋内外、患者さん・病院関係者に関わらず、敷地内全面禁煙です。ご理解とご協力をお願いいたします。 


